
オーストラリア連邦 

婚姻無障害証明書（日本語訳） 
 

 
  (西暦)     年  月  日                  において 
          (申請者の生年月日)      (申請者の出生国・出生地) 

 

  出生したオーストラリア国民__                      より、 
           (申請者の氏名) 

   

  （西暦)       年  月  日                 において 
      （婚約者の生年月日）            (婚約者の出生国・出生地) 

 

   出生し、        の国籍を保有する                との 
       (婚約者の国籍)         (婚約者の氏名) 

 

  日本国内における婚姻に関し、無障害証明の交付申請を受理した。 

 
 

 

  オーストラリア国民あるいは永住者が        で＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿                 
                      (居住国)     (婚約者の国籍) 
 

  の国籍保有者との婚姻を行う上で、妨げとなる如何なる法律も存在しないことを証明する。 

 

 

  オーストラリア国民あるいは永住者と             の国籍保有者とが、            

            (婚約者の国籍) 

 

           の法律に準拠して        で行った婚姻は、通常オーストラリア 
  (居住国)       (居住国) 
 

   において 1961年（連邦政府）婚姻法に準じた有効なものと認められる。 

 

 

 

                は、婚姻無障害証明書の申請書に記載された情報が、真実 
           (申請者の氏名)  

 

  かつ正確であることを宣誓した。私は、この情報が真実かつ正確であることを 
 

   

  立証できないが、もしそうであるとすれば、法律上                 が  
                                            （申請者の氏名） 

 

               と婚姻できない理由はない。 
   (婚約者の氏名) 

 

    

（署名・捺印） 

（領事官氏名） 

 

オーストラリア大使館 / 総領事館 / 領事館 
    

               年  月  日 

 

翻訳者：      

署名および印鑑：     
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エンボス加工 


